
 

公認会計士試験�
制度について�

1

　大学（短期大学を含む）卒業者�
　大学の一般教養課程修了者�
　高等専門学校卒業者�
　司法試験第一次試験又は不動産鑑
　定士試験第１次試験に合格した者��
　３年以上大学等の教授・助教授の
　職にあった者及び博士号を授与され
　た者・・・専攻に直接関連する科目�
　司法試験の第２次試験�
　合格者・・・受験した科目�
　不動産鑑定士試験の第２次試験�
　合格者・・・経済学��
第３次試験筆記試験合格者は、合格
発表の日から起算して２年を経過する
日までに行われる筆記試験を免除する。�

一般的学力を
有するか否か
の判定�
�
��
会計士補とな
るのに必要な
専門知識を有
するか否かの
判定�
��
�
公認会計士と
なるのに必要
な高等の専
門的応用能
力を有するか
否かの判定�

特に制限なし�
�
�
�
��
　第１次試験
合格者�
　第１次試験
を免除された
者�
�
��
第２次試験に
合格し１年間
の実務補修及
び２年間業務
補助又は実務
徒事を経た者�

国語、数学、
外国語、論文�
�
��
�
簿記、財務
諸表論、原
価計算、監
査論、経営
学、経済学、
商法、民法�
��
財務に関す
る監査・分析
その他の会
計実務を含
む・論文�

筆 記�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
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筆記及び口
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公認会計士�
試験１次�
試験合格�

または�

大学卒業、�
大学で一定�
（４４単位）の�
単位取得等�
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登
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３
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１
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と
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業
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補
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ま
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実
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徒
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経
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〈財務部〉�

　
沖
縄
総
合
事
務
局
財
務
部
で
は
、公

認
会
計
士
試
験
を
実
施
し
て
い
ま
す
。�

　
公
認
会
計
士
試
験
は
公
認
会
計
士
法

に
基
づ
い
て
第
一
次
試
験
か
ら
第
三
次
試

験
ま
で
あ
り
、こ
の
厳
し
い
関
門
を
パ
ス
し

て
初
め
て
公
認
会
計
士
と
な
る
こ
と
が
で

き
司
法
試
験
と
並
ぶ
難
易
度
の
高
い
国

家
試
験
の一つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。�

　
株
式
公
開
会
社
等
、証
券
取
引
法
に

お
け
る
企
業
内
容
開
示
制
度（
デ
ィ
ス
ク

ロ
ー
ジ
ャ
ー
制
度
）に
基
づ
い
て
有
価
証
券

報
告
書
等
を
作
成
し
て
い
る
会
社
は
、一

般
投
資
家
保
護
の
観
点
か
ら
、公
認
会

計
士
の
監
査
を
受
け
る
こ
と
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
お
り
、そ
の
監
査
事
務
が
公
認

会
計
士
の
主
要
な
業
務
に
な
っ
て
い
ま
す
。�

　
ま
た
、企
業
財
務
の
専
門
家
と
し
て
、

委
託
企
業
の
財
務
諸
表
の
作
成
の
ほ
か
、

企
業
財
務
の
分
析
、調
査
、立
案
、経
営

相
談
等
を
行
っ
て
お
り
、財
務
会
計
の
明

朗
化
、合
理
化
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
ま
す
。�

　
平
成
十
年
の
公
認
会
計
士
試
験
は
第

二
次
試
験
で
一
名
、第
三
次
試
験
で
三
名

の
合
格
者
が
あ
り
ま
し
た
。�

　
財
務
部
に
お
い
て
は
多
く
の
方
の
受
験

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。�

公
認
会
計
士
試
験
に
か
か
る
問
合
わ
せ�

沖
縄
総
合
事
務
局
財
務
部
理
財
課（
TEL
○
九
八-

八
六
二-

一
四
五
○
）�


